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2020年1月17日、2020年度内国歳入法改正案（船舶リース優遇税制）（以下、「法案」とい

う）が政府官報に公表されました1。本法案は、香港の適格船舶リース事業者及び適格船舶

リースマネジメント事業者を対象とする優遇税制案の導入を目指しています。このタックス・

アラートでは新税制案の枠組み及び論点について解説しています。

本法案にご意見がある場合は、ご担当の税務専門家にご相談ください。

優遇税制案の枠組み

船舶リース事業者及び船舶リースマネジメント事業者を対象とする優遇税制の提案

1法案は以下よりダウンロードできます：
https://www.gld.gov.hk/egazette/pd
f/20202403/es3202024031.pdf

特定の租税回避防止規定を前提として、優遇税制案には次の通り規定されています。

i. 適格船舶リース事業者の適格船舶リース活動により得られる適格所得に対する税

率は、オペレーティング・リース及びファイナンス・リース（すなわち、資金調達リー

ス）いずれの場合も0%となります。また、適格船舶リース活動は、船舶リース事業

者、船舶リースマネジメント事業者または船舶オペレーターへの船舶リースが含ま

れ、広範囲に定義されています。したがって、サブリース及びファイナンス・リース契

約（セール・アンド・リースバックを含む）も優遇税制の対象となります。

ii. 適格船舶リースマネジメント事業者が、当該法案で定義されている関連会社でない

適格船舶リース事業者のために適格船舶リースマネジメント活動を行う場合、適格

所得に対する税率は8.25% （現在の標準法人税率16.5%の半分）となります。ただ

し、当該適格船舶リース事業者が当該法案で定義されている関連会社である場合、

その税率は0%に引き下げられます。

iii. 減価償却費の損金算入が認められなくなる代わりに、適格船舶所有リース事業者

のオペレーティング・リースに関する課税所得は、リース料純額（リース料総額から

減価償却費以外の費用を控除した額）の20%とみなされます。

iv. 適格船舶リース事業者のファイナンス・リースに関する課税対象額は、関連する

ファイナンス・チャージまたは受取金融利息から控除可能費用を差し引いた金額に

なります。
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優遇税制案における主要な用語の定義

適格船舶リース事業者

対象年度において企業が、（i）船舶オペレーターではなく、
（ii）香港において適格船舶リース活動に従事している場
合、適格船舶リース事業者として認められます。

適格船舶リースマネジメント事業者

一定のセーフハーバールールを前提に、対象年度におい
て企業が、（i）船舶オペレーターではなく、（ii）香港におい
て適格船舶リースマネジメント活動に従事している場合、
適格船舶リースマネジメント事業者として認められます。

ただし、適格船舶リースマネジメント活動に従事していな
い場合でも、以下のセーフハーバールールを満たす場合
には、適格船舶リースマネジメント事業者として認められ
ます。

i. 適格船舶リースマネジメント活動に関する利益及び
資産が、当該企業全体の利益及び資産の75%を超
えている。

ii. 上記条件を満たさない場合でも、内国歳入局長官
（CIR）へ適格船舶リースマネジメント事業者の認定
を申請することが可能である。内国歳入局長官は、
対象年度において数値要件の充足を阻害する要因
が、企業の通常の事業過程から生じたものではない
と判断できる場合に、適格認定を行うことができる。

適格船舶リース事業者の適格所得

適格船舶リース事業者の適格所得とは、適格リース事業
者が香港における通常の事業過程において、船舶リース
事業者、船舶リースマネジメント事業者または船舶オペ
レーターに次の船舶リースを行うことで得られる所得を指
します。

（i）総トン数500トン以上、かつ、

（ii）主に香港以外の水域に運航している

当該リースは、オペレーティング・リースまたはファイナン
ス・リースいずれの形もとることができます。

適格船舶リースマネジメント事業者の適格所得

適格船舶リースマネジメント事業者の適格利益とは、適
格船舶リースマネジメント事業者が香港における通常の
事業過程において、適格船舶リース事業者のために船舶
リースマネジメント活動を行うことにより得られる所得を指
します。

「船舶リースマネジメント活動」の一覧は、本タックス・ア
ラートの別添をご参照ください。

オペレーティング・リースに関する20%のみなし課
税所得

この法案は、適格船舶リース事業者が優遇税率（現在、
0%に設定）の適用対象となる場合、当該船舶の提供に
要した資本的支出に係る減価償却費の損金算入が認め
られなくなることを提案しています。

減価償却費の損金算入が認められなくなる代わりに、適
格船舶所有リース事業者のオペレーティング・リースに
関する課税所得は、リース料純額（リース料総額から減
価償却費以外の費用を控除した額）の20%とみなされま
す。

適格リース事業者の適格所得に対する優遇税率は現在、
0%に設定されているため、上記20%のみなし課税所得
（0%の税率が適用）は、当該リース事業者の租税債務の
決定に影響しないと考えられます。ただし、現在提案さ
れている0%の優遇税率が今後変更される場合、20%の
みなし課税所得は租税債務の決定に影響すると考えら
れます。

濫用を避けるため、以下の特別な状況においては、適格
船舶リース事業者の20%みなし課税所得の取扱いは、
否認されると規定されています。

i. 適格船舶リース事業者が船舶の所有者ではない
（すなわち、転貸人）。

ii. リース事業に用いる船舶の提供に関して資本的支
出を行なっていない。

iii. 当該リース事業者、その関係者、または一定の限
定的な例外を前提として、セール・アンド・リース
バック契約の関係者に対して、船舶に係る減価償
却費の損金算入が認められている。
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優遇税率を適用するために満たすべき追加条件

上記に加え、適格船舶リース事業者または適格船舶リー
スマネジメント事業者は、提案されている優遇税率を適用
するため、次の条件を満たす必要があります。

i. 対象年度において、リース事業者またはリースマネ
ジメント事業者の集中管理及び統制が香港内にお
いて行われていること、

ii. 当該適格所得を生み出す活動が、（a）リース事業者
またはリースマネジメント事業者により、香港におい
て実施されていること、または、（b）リース事業者ま
たはリースマネジメント事業者により、香港内で実施
されるよう手配されていること、及び

iii. 当該活動が香港域外の恒久的施設によって行われ
ていないこと。

上記（ii）について、次の要件が満たされない限り、当該活
動は、適格船舶リース事業者または適格船舶リースマネ
ジメント事業者により、香港で実施または実施されるよう
手配されているとみなされません。

その他の条項

特定の租税回避防止規定

法案には、次の租税回避防止規定が含まれています。

i. 関連当事者との間で独立企業原則による事業取引
が行われなかった場合、同原則のもと得られたで
あろう利益に基づいて、適格船舶リース事業者また
は適格船舶リースマネジメント事業者を評価する。

ii. 適格船舶リース事業者が行うディフィーザンス協定
を未然に防ぐ2。

iii. 適格船舶リース事業者または適格船舶リースマネ
ジメント事業者による契約締結の主目的またはそ
の一つが、内国歳入法（以下、「IRO」）に基づく、ま
たは、適格船舶リース事業者の場合は租税条約に
基づく、タックスベネフィットの取得である場合、上
記優遇税率の適用は否認される。

関係者による支払金の損金算入額の減額

IROに基づく現在利用可能な他の優遇税制と同様に、
支払人が適格船舶リース事業者または適格船舶リース
マネジメント事業者と関係があり、支払われた金額に対
して優遇税率（0％または8.25％）のみで課税される場
合、当該支払人の支払金に関する損金算入額は、当該
事業者が得る優遇税額により減額されます。

3年以上使用した船舶をキャピタルアセットとする取扱い

適格船舶リース事業者が、（i）船舶の売却まで3年以上
継続して適格船舶リース事業活動のために当該船舶を
使用し、（ii）当該全ての期間において上記優遇税率が
適用される場合、事業所得税の計算上、適格船舶リー
ス事業者が所有する船舶は資本的資産として取り扱うと
法案に規定されています。

香港では、キャピタルゲインは非課税のため、上記条件
を満たす適格船舶リース事業者は、船舶の売却益に対
して課税されません。

当然のことながら、上記はキャピタルゲイン請求のセー
フハーバールールとしてのみ機能します。一定のケース
の事実とメリットに応じて、セーフハーバールールを満た
さない船舶リース事業者は、一般的な規則のもと、関連
する利益を実質的に資本的性質のものとして主張できる
可能性があります。

適格活動
香港で正規雇用され
ている適格従業員の

平均人数

香港で発生した
年間営業費用

船舶リース 2 780万香港ドル

船舶リース
マネジメント

1 100万香港ドル

さらに、適格船舶リース事業者または適格船舶リースマ
ネジメント事業者は、優遇税率を適用する場合、書面によ
る届け出が必要となります。一度優遇税率の適用を選択
すると、適格船舶リース事業者または適格船舶リースマ
ネジメント事業者として存続する限り取り消すことはでき
ません。

優遇税率の適用を選択した後、ある年度に適格船舶リー
ス事業者または適格船舶リースマネジメント事業者が優
遇税率の適用条件を満たせなかった場合、当該事業者
は、その翌事業年度において優遇税率の適用が認めら
れません。

次年度において優遇税率が認められない理由は、損失
が予測される年度において、意図的な優遇税率の適用
回避を防止するためです（損失の場合、優遇税率より通
常税率の方が税額の減少効果が大きくなるため）。

2ディフィーザンス契約のもと、適格船舶リース事業者は第三者に対する所
有権契約（ファイナンス・リース、購入選択権付きリース、条件付売買契約の
いずれか）を破棄し、所有権契約に基づく支払義務を免除することが可能で
す。このような場合、租税回避防止規定が適用され、適格船舶リース事業
者は当該船舶を所有しなくなったとみなされます。すなわち、当該活動は適
格船舶リース活動の定義を満たさなくなるため、リース事業者はリース取引
に関する事業所得税の軽減を受けられなくなります。
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特定の船舶リース及び船舶リースマネジメントに関する
事業所得に課税するための新たなみなし規定

解釈の余地をなくすため、法案では、IROのセクション15
（1）の改訂が提案され、香港で行う船舶リース事業また
は船舶リースマネジメント事業から得た特定の所得（資本
的資産の売却から生じるものを除く）は、当該船舶が香港
外で使用されている場合であっても、香港の課税所得と
みなされることになります。

ただし、当該みなし規定がなかったとしても、「オペレー
ションテスト」のもと、当該所得はIROのセクション14（1）
に基づき、香港源泉所得として判断される可能性があり
ます。IROのセクション14（1）に基づく課税所得は、IRO
のセクション15（1）に含まれるみなし規定の範囲に含ま
れません。

適用日

適格船舶リース事業者及び適格船舶リースマネジメント
事業者の適格所得に対する上記の優遇税制案は、
2020年4月1日以降の支払い、受領または発生した所得
に適用されます。

ただし、船舶リース事業および船舶リースマネジメント事
業から生じる所得に課税するためのみなし規定は、法案
が成立した日以降に受領または発生する所得に適用さ
れます。

論評

弊事務所は、船舶リース及び関連する海運事業を誘致し、
香港の競争力を高める法案の導入を歓迎します。

船舶リース事業者及び船舶リースマネジメント事業者が
提案された優遇税制の適用を受けるために必要とされる
雇用者数及び年間支出に関する最低基準要件は、業界
及びその他の利害関係者との協議の後に提案されたこと
がわかりました。ただし、グループレベルで雇用され、優
遇税制案の適用対象となる複数のグループ会社に勤務
する場合、香港で雇用されている正規雇用者数をどのよ
うに数えるかは、完全には明らかとなっていません。

さらに、同法案における「船舶リースマネジメント活動」の
範囲を定義するために使用される用語は、対応するシン
ガポールの税制の用語と異なります。したがって、この法
案で提案されている税制が、同地域における香港の主要
な競争相手であるシンガポールの制度に類似しているか
は、あまり明確ではありません。

弊事務所は、法案成立の過程で、政府が上記の点を明
確にしてくれることを期待しています。本法案にご意見が
ある場合は、ご担当の税務専門家にご相談ください。

別添

企業が行う「船舶リースマネジメント活動」とは、以下の
活動のいずれかを意味します。

a) 他の船舶リース事業者の管理

b) 船舶の所有を目的とした特定目的会社の設立また
は管理事務

c) 会社またはその関連会社によって全部または一部
を所有されている特定目的会社が船舶の所有権を
取得するためのファイナンス、その手配または外部
金融機関からのファイナンスの提案の評価

d) 会社またはその関連会社によって全部または一部
を所有されている特定目的会社が船舶リース事業
に関するファイナンスまたは履行義務に関する保証
またはその手配、あるいは事業に関する担保の提
供

e) リースの管理

f) 船舶の調達またはリースの手配

g) 船舶運営、乗組員の提供、航海の監視、保守、修繕、
認証、保険、保管、廃却、改良の手配、あるいは港
湾代理サービスまたは船舶保安サービス

h) 船舶及びその保守設備の評価、査定、供給または
検査の手配（船舶品質の内部監査を含む）

i) 海運業界及び船舶市場の評価の手配

j) リースに関するマーケティング

k) 他の船舶リース事業者から船舶事業者が船舶の所
有権を取得するためのファイナンスまたはその手配

l) 残価保証または条件付購入契約の手配

m) 他の船舶リース事業者に対する船舶リース活動関
連サービスの提供

n) 新たな造船の設計・造船の監督
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